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は  じ  め  に

本研究の目的は,広 義の緑地学的課題に含まれる生物

空間保全のあ り方に関して,生 態学的,地 理学的基礎に

もとづく計画方法論を提示することにある。具体的には,

自然立地単位と,土 地利用単位の設定を基礎に,生 態学

1的観点からの土地評価をおこない,そ の結果をふまえて

地域保全 (土地保全や緑地保全)の ための土地利用計画
`策

定手法を提示しようとするものである。

1970年代に入って環境問題の解決が世界的課題となっ

て以来,生 態学的手法を空間計画とりわけ国上開発計画

や地域土地利用計画さらには自然の保全 ・復元計画へ導

入することが必要であるといわれてきた。最近では国際

的に,生 態学的手法への期待を含めて,生 態学的開発計

画 (eとOdeve10pment planning)という統一用語のもと

に,計 画方法論を展開し事例を積み重ねてゆくという要

請もある。こうした課題は,基 礎科学としての生態学や

:地理学の課題という以上に,生 態学的,地 理学的基礎を

ふまえた応用科学としての緑地学の課題であ る とい え

る。

そこで本研究では,従 来我が国で農業地域を中心に用

いられてきた 「自然立地的土地利用計画」という用語の

もとに,土 地自然に対する土地利用の適正化をめざした

計画方法論の展開を試みる。自然立地的土地利用計画手

法を適用することにより解決される環境問題の範囲には

1限界があるとはいえ, こうした手法が科学的手続きによ

り開発され実践に移されることによって,土 地や緑地の

保全ひいては地域保全 (regiOnal conscrvation,Land一

schaftsp■ege)に つながるものと期待される。その意味

で本研究は,地 域保全学の役割をはたすべき広義の緑地

学において,新 しい緑地計画の方向を示唆するという重
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要な役割をも担っている。

本論は,東 京大学学位論文の一部であ り,研 究をすす

めるにあたって,東 京大学農学部北村文雄教授,井 手久

登助教授,渡 辺達三助教授から御指導を受けた。また,

方法論の展開に際しては,応 用植物社会学研究会,東 京

都立大学理学部地理学教室ならびに西 ドイツ連邦自然保

護景域生態学研究所の諸氏から,さ まざまな御教示を得

た。さらに,本 研究の内容および今後の展開に関して,

東京大学農学部村田吉男教授,竹 中肇教授から有益な御

助言をいただいた。以上の各氏に対して深い感謝の意を

表するものである。

1.自 然立地的土地利用計画の意義と役割

1-1 自 然立地的土地利用計画の意義

自然立地的土地利用計画は,土 地自然のもの潜 在力

(land potentiality,Naturpotential)を有効に生かしな

がら土地利用をすすめてゆくための計画体系である。こ

こにおいて自然立地的土地利用とは,「 自然環境をでき

る限 り有効に利用し,自 然のもつ多様性を生かしつつ,

その利用の永続性を保証しようとする考え方J23)とぃぅ

ことができる。この自然立地的土地利用の考え方は, ヨ

ーロッパを中心に発達して きた 景域 計 画 (landSCape

planning,Landschaftsplanung)の考え方と共通する点

が多い。 IUCN(国 際自然保護連合)の 景域計画委員

会では,景 域計画を,「 地表の限定された地域において

一方で始の生産力と美しさを保持しながら,人 類のため

の最良の利用をはかろうとする不断の過程である」と説

明している81)。

我が国では,農 林業地域の合理的土地利用をめざした

農林水産技術会議による「土地利用区分の手順と方法」57)

が,自 然立地的土地利用計画を考える際の重要な方法論

的基礎となっている。この方法では,土 地分類,土 地分

級,土 地利用区分という3つ の段階が地域土地利用計画
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の踏むべきプロセスとして整理されている。しかし, こ

の方法論は,先 にのべた自然立地的土地利用計画や景域

計画の考え方とは,視 点や日標が少しく異っている。す

なわち,自 然立地的土地利用計画の終局目標は地域総体

の保全 (景域保全)で あるのに対して,農 林水産技術会

議による方法論の目標とするところは,つ まるところ農

業生産性の向上にあるからである。土地自然のもつ潜在

力を農業生産性の側面にのみ固定した場合,工 学的技術

の飛躍的発展のみられる今日,自 然立地的土地利用計画

論は,き わめて説得力の弱ぃものとならざるを得ないで

あろう。

今日,自 然立地的土地利用計画のもつ主要な意義は,

別にある。それは,土 地自然を土地利用のた ゅ の条 件

(自然条件)と考えるのではなく,土 地自然を保全し地域

を保全するためにどういう土地利用が望ましいかを考え

ることである。それが,土 地利用は土地保全に優先する

という考え方による土地利用計画の実施が各地で土地に

まつわる環境問題をひきおこしつつある今日における自

然立地的土地利用計画の主要な意義である。したがって,

生産性指向の故に技術の介在が重要祝され結果として工

学的技術導入のために必要な個別的自然要素の評価によ

る土地利用区分にとどまらざるを得なかった従来の自然

立地的土地利用計画論とは別に,今 日,地 域保全論 (景

域保全論)の 骨格となるべき自然立地的土地利用計画手

法の提示が求められるのである。緑地学の立場から自然

立地的土地利用計画を考える意義は,ま さにその点に求

められる。

1-2 土 地利用計画体系における自然立地的土地利用

計画の役害1

自然立地的土地利用計画に関する法的整備のすすんだ

西 ドイツでは,1976年 の連邦自然保護 ・景域保全法7)の

制定により,土 地利用計画体系の中での自然立地的土地

利用計画論 (西独における景域計画論)の 役割が明確に

されている。そこでは,ま ず,全 体計画の計画レベル,

(州レベルにおける国土開発構想 LandeSentwicklungs―

programmお ょび空間整備構 想 RaumOrdnungspro―

gramm,地 域 レベルにおける地域計画 Regionalplan,

市町村 レベルにおける土地利用計画 Flachennutzungs―

planお よび地区レベルにおける建設計画 Bebauu■gS―

planと いったもの)に 対応して,景 域計画 の位置 (州

レベルにおける景域構想 Landschaftsprogramm,地 域

レベルにおける景域基本計画 Landschaftsrahmenplan,

市町村レベルにおける景域計画 Landschaftsplanぉょ

び地区レベルにおける緑地整備計画 GrunOrdnungsplan

といったもの)が 定められたのである。

また:土 地利用計画体系に占める景域計画の役割につ

いては,つ ぎのようにまとめられている。 す なわ ち,

図 1 国 土利用計画体系における各種計画の位置と

自然立地的土地利用計画のはたしうる役割

(1)全 体計画に寄与するものとしての役割,(2)他 部i

門計画に寄与するものとしての役割,(3)自 部 門の自

然保護計画としての役割,(4)、 自部 門のレクリエTシ

ョン計画としての役割である37)。また,全 体計画,他 部

門計画に寄与する場合, とくに景域計画の生態計画的側

面が重要視される36)。

自然立地的土地利用計画の位置と役割は,我 が国の国:

土利用計画体系40)の中でも同様に考えることができる。

すなわち,自 然立地的土地利用計画は,全 体計画的性格:

をもつ国土利用計画,土 地利用基本計画の各計画 レベル

に対して,ま た個別法による各種部門計画に対して,自

然立地的側面からみた計画案ないしは提言をすべき役割i

を有していると考えられる。また同時に,従 来土地利用

計画手法が確立されているとはいいがたかった自然公園

地域や自然保全地域では,自 然立地的土地利用計画を主

体 として土地利用計画策定をすすめてゆくことが期待さ

れる (図 1)。

ところで我が国では,土 地利用計画の体系に関してさ

らに別の問題がある。それは,上 位 レベルの計画と下位

レベルの計画の整合性をはかろうとするあまり,上 位 レ

ベルの計画により下位 レベルの計画の基本的方向を規定_

してしまおうとする考え方である。自然立地の認識を前

提としつつも,そ れが上位 レベルから一義的に規定され

てしまう場合には,地 域の自然的多様性は十分評価され

ず,か えって地域の土地自然と土地利用のあ り方を一義`

的に固定してしまう危険性すら生じる。したがって,自

然立地的土地利用計画は,各 計画レベルに固有な条件に

もとづいて策定されるべきであ り, とくに下位 レベルで

は自然のもつ多様性を生かしつつ土地利用の永続性をは_

かってゆくための配慮が強 く望まれる。

2.自 然立地的土地利用計画にかかわる基礎概念

2-1 土 地利用副画の自然立地的基礎

土地利用計画の基礎として自然を考える時,自 然は空:
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図2 本 研究における地域 (景域)の とらえ方についての概念模式図

i間的ひろが りをもつものとしてとらえられなければなら

ない。すなわち,自 然は,地 域の土地的自然 要 素 の集

合体としてとらえられる。こうした自然は,土 地 自然

(Landesnatur,英語では landという用語にこの意味が

含まれる)と よばれる。また,生 物主体にとって意味を

もっ外的条件の総和をしめす用語として自然環境(natu―

ral environment,naturliche Umwelt)ヵ ミ用いられる。

土地利用計画の基礎として自然を考える場合には,土 地

性,主 体性 (とくに人間主体性)の 認識,いいかえれば,

空間論的,環 境論的な自然認識が必要である。また,自

然立地的土地利用計画を考えるに際しては,自然潜在力

を提供する基盤としての自然立地(natural site,natur―

_liche Standort)と,人為のかかわりの程度によって規

定される現在的な自然性 (naturality,NlturliChkeit)

を厳密に区別しておくことが必要である。

また, 自然立地的土地利用計画を考える場合の重要な

概念として,地 理学的な地域概念 (ヨーロッパでいう景

域概念)が ある。地域は示された基準に関して均質な地

表面の区域であり?6),類型化の度合に応じて,単 純指標

地域,複 合指標地域,全 体的地域に分類して考えること

ができるが54),景域 (landSCape, Landschaft)は全体

的地域 (tOtal region)に最も近い概念である691。 本 研

究では,地 域を全体的地域としてとらえ,ま たそれは,

ョ_ロ ッパでぃう景域に対比しうる用語として用いる。

地域概念に加えて,景 域概念には,視 覚的契機にもとづ

く′い理的側面がさらに加わるが,本 研究では自然立地的

土地利用計画の議論を混乱させないために,こ の倶1面に

ついての考察はひかえる。

本研究では,地 域を大きく土地自然と土地利用の側面

から構成されるものとしてとらえ,か つ,土 地自然と土

地利用の間には一定の相互関係 (機能的関係 functional

r e l a t i o n s h i p , W i r k u n g s g e f i g e )が_存在するものと考

える。また, ここでは:禾J用的側面からとらえた際の土

地自然を自然立地とよぶ。したがって,本 研究における

自然立地的土地利用計画は,土 地自然を基盤に土地利用

の今後の適正なあ り方を考えるものであ り,終 局的には

地域保全 (景域保全)を めざしたものといえる。本論を

さらに展開してゆくに際して必要な基本的用 語 を含 め

て,地 域 (景域)と 土地自然,土 地利用の関係を概念模

式図としてしめしたものが図2で ある。

土地利用 (land uSe)は , い うまでもなく土地の利用

(uSe Of land)で ぁる。したがって, もし土地という概

念に土地自然の意味あいがすでに含まれているならば,

当然土地利用計画そのものが自然立地的側面を含んだも

のでなければならない。たとえば,オ ース トラ リアの

CSIROに よる土地利用計画では,社 会 ・経済的側面

(SOCiO―ecOnomic backgrOund)と 同等に自然立地的側面

(biO―phySical background)が 考慮されている1)。我が

国であえて “
自然立地的

"土
地利用計画とよばざるを得

ないのは,従 来土地という概念が主として経済的供1面か

らとらえられ,自 然的側面が軽視されてきたのに加え,

土地利用計画において自然立地的側面がほとんど考慮さ

れてこなかったからである。その意味で,自 然立地的土

地利用計画という用語は:土 地利用計画が本来もつべき

一しかし我が国の土地利用計画の中ではないがしろにさ

れてきた一ひとつの偵1面 (自然立地的側面)を うかびあ
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がられた用語であるといえる。

土地利用計画あるいは自然立地的土地利用計画という

用語に対して,景 域計画 (landSCape planning,Land―

schaft,planung)という用語は,計 画策定の結果として

保全されるべき地域 (景域)の 姿をより強く意識したも

のといえる。しかし,そ の基本的な考え方は,土 地自然

を保全しつつ土地利用のあり方を考えることにより地域

保全 (景域保全)を はかるものであり6),自然立地的土

地利用計画の主旨と共通する。ただし,景 域の心理的側

面を強調する場合 (この場合に は landscapeが景観と

訳される)に は,landSCape planning(景観計画)は 風

景計画の意味に近いものとして用いられ,自 然立地的土

地利用計画とは,考 え方において大きなひらきが生 じ

る22)。米国,オ ース トラリア,英 国の一部,我 が国では

工学系の分野,緑 地学の一部で, とくにそうした用いら

れ方が多い。 Landscape planningが風景計画の意味を

もつ英語圏の国では,先 にのべたように土地利用の中に

すでに土地自然に対する配慮が含まれているという理解

にたって,土 地利用計画の用語を,用 いているようであ

る12)。

こうした用語法の違いは,自 然立地的土地利用計画の

過程である分析や評価の段階における用語法の違いとし

ても現われてくる。 土地分類 (land Classinこation)と

景域 分 類  (landSCape  classiflcation,  Landschafts―

gliederung), 土地評価(land eValuatiOn) と 景域 評 価

(lahd,Cape CValuation, Landschaftsbewertung) と い

らた用語の差異はその例である。本論では,つ ぎに,そ

うした用語の差異を認識したうえで,自 然立地的土地利

用計画策定の各段階における基礎概念を整理してゆく。

2-2 自 然地域区分と自然立地単位

土地利用計画策定の最終段階は,通 常,計 画的土地利

用区分 (20ning prOcedure)でぁる。計画的土地利用区

分を可能とするためには,あ らかじめ分析段階で地域を

単位的に区分しておくことが必要である。自然立地的土

地利用計画策定にあたっては, とくに自然的側面を重視

した地域 (景域)区 分の手法を,確 立しておく必要があ

る。

体系的な地域区分の試みは,多 くの地理学者によつて

なされてきた。そこでは,地 域区分を大地域から小地域

に区分してゆく手法や小地域からより高次の地域にまと

めてゆく手法の対立があ り,ま た,地 域単位の分類体系‐

に関してもさまざまな提案がみられる56)。そ の中で,

Bobeckと Schmithisenが 1949年に 発表した景域区

分の考え方は,地 域区分を最も包括的にとらえようとし

たものであり,か つ多くの議論の対象となっている。そ

れは,景 域区分 (Landschaftsgliederung)を自然空間

区分 (naturiumliche Gliederung)と,社 会空間区分

(SOZialraumliche Gliederung)の結合としてとらえる

という考え方である。この考え方は,社 会空間とい う広
・

い概念を用いているものの,全 体の構成は,本 論におけ
‐

る景域のとらえ方と共通しているといってよい。

ところが,こ の考え方の中で,自 然空間区分と社会空:

間区分のアプリオリな結合を景域区分の前提とすること

については,計 画経済をしヽとなむソ連および東欧諸国が

らの強い反論がある。それは,自 然空間区分の意義を認

めつつも,自 然現象と社会現象を実体として統合する考

え方は統一地理学につながる道として危険であるという

考えである35)。たしかに,社 会空間をひとつの空間的実[

体としてとらえるには無理があり,自 然空間区分がすで

に西 ドイツ全域で実際におこなわれ各種統計資料の基礎i

単位 となっている63)のに対して,社 会空間区分は依然と

しておこなわれていない。しかし, ソ連および東欧諸国1

においても自然空間区分と土地利用区分を結びつけて考
‐

えることには異論がないようであり,む しろ社会空間区

分を人間活動の結果が空間に反映された姿としての土地

利用区分に限定して考えることが妥当であろう。また自

然空間と土地利用の関係についても,固 定的なものでな

く,時 間的に変化するダイナミックな関係とみるべきで

ある。両者の動的関係を前提とすることなくして自然立

地的土地利用計画策定はおこない得ない。
｀
自然地域区分 (ドイツにおける自然空間区分)の 必要

性は,す でにソ連,東 欧においても,十 分認められてい

る25)。また米国では Herbertson以来の自然地域区分の

伝統がある。オース トラリアでは,土 地シス テ ム調 査‐

(land SyStem survey)により自然地域区分が試みられ

ている3)9)。 こ の他,中 国においても 自然地域区分がお

こなわれている17)84)。

こうした自然地域区分は,一 般に■クロな空間を対象_

にしたものであり,さ らにそれとミクロな土地自然の区

分を結合させてひとつのヒエラルキー体系化をはかる作‐

業は,土 地分類 (land Classincation)とよばれ て しヽ

る51)62)。土地分類の結果である土地自然の単位について

は,各 国で,空 間スケールに対応した用語規定がおこな

われ,と くに最小単位に つ い て は,Fliese,6kotop,

Facies,site,land elementなどさまざまな名称が提案:

されている56)64)。

しかし,こ の土地分類については,あ らかじめ考察し

ておくべきひとつの問題点がある。それは,土 地自然の.

単位を,均 質な空間的ひろが りをもつ一同質的なすもの

としてとらえるか, シ不テムとしての空間的まとまりを

もつ一結節的な一ものとしてとらえるかの問題である。

単位区分に際しては,通 常,均 質な空間的ひろが りが重_

視されているが,シ ステ^と しての空間的まとまりを考

慮することも必要である。とくに自然立地的土地利用計

画では,計 画区域における土地自然のシステムとしての
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空間的まとまりも無視できない側面である。この点につ

いて明確な考え方をしめしているのは,オ ース トラリア

の土地分類法であ り,均 質な空間的ひろが りをもつ単位

を土地単位 (land unit),システムとしての空間的まと

まりをもつ単位を土地システム (land SyStem)とょん

で区別している。土地システムは,「 地形,土 壌,植 生

のくりかえしのパターン (reCurring pattern)のみられ

る地域や地域群」であると定義され,ま た,そ れは,固

有な地形,土 壌,植 生の組み合せのみられるそれぞれの

土地単位のくりかえしパターシによって構成されると説

明されている9)10)。 す なわち,結 節的な土地システムは

いくつか (通常10まで)の 同質な土地単位の秩序だった

まとまりとしてとらえられているのである。

本研究においても,均 質な空間的ひろが りをもつ単位

を土地単位,シ ステムとしての空間的まとまりをもつ単

位を土地 (自然)シ ステムとよんで区別する。
一方;土

地自然を表現するものとして 立地 (Site)という用語も

古くから使われているが,内 容的には,応 用的目的を意

識しながらも土地単位と基本的に同じ意味をもつものと

して4),ぁるいは土地分類体系上の最小単位として45)用

いられてきた。本論では,我 が国における立地という用

語のもつ多義性を排し,自 然的側面に限定するという意

味で,自 然立地の用語を用い,利 用的側面からとらえた

際の土地自然の名称とする。また,自 然立地を均質な空

間的ひろが りをもつ単位に区分した結果に対しては,土

地単位より応用的意図の明確な自然立地単位の名称を用

いる。自然立地単位区分手法や従来ほとんど議論されな

かった土地利用のとらえ方については,さ らに 3で 考察

する。

2-3 自 然立地的土地評価

土地評価 (land eValuatiOn,ェ学系 で い う terrain

evaluatiOn47)),とぃう用語は,Stewartに より,「 農林

業,工 学,水 利学,地 域計画, レクリエーション等の分

野において,人 間の利用に対する土地自然の適性を査定

するもの」と定義されている67)。我が国では,土 地評価

が地価の査定を意味する場合が多く,し たがうて土地自

然 (自然立地)の 土地利用に対する適性評価を意図する

場合には,自 然立地的土地評価の用語を用いることが概

念の混乱を避ける上で好ましい。

東西 ドイツや東欧では,自 然立地的土地評価を一土地

自然と土地利用の総和すなわち景域の評価一と考え,景

域評価(landSCape evaluatiOn,Landschaftsbewertun♪

という用語を用いている2)49)。この景域評価という用語

は従来 ドイツの景域計画の中で景域診断 (Landschafts―

diagn6se)とょばれていた部分6)と対比できるが,今 日

では,評 価の科学的手続きをより強調するためこの用語

を用いはじめているようである。景域評価には,美 的評

価 (景域の心理的な側面についての評価で通常我が国で

景観評価とよばれているもの41))の側面も含まれるが,

それを除外すれば,景 域評価を自然立地的土地評価と同

義であるとみなしてよい。

自然立地的土地評価の目的は,土 地自然の特性をそこ

なわない範囲で利用をはかるという前提で,土 地利用の

現在および将来についての可能性と限界をフィジカルに

提示することにある。自然立地的土地評価は,そ の目的

とするところによって,特 定の土地利用項目 (ないしは

より下位 レベルの土地利用種類,た とえば単一農作物)

に対する評価 (Special_purpose evaluatiOn)と , 多 様

な土地利用項目に対する評価 (multiTpurpose evalua―

tiOn)にわけて考えることができる83)。前者は,特 定の

土地利用に際しての土地 (自然立地単位)の 適地性の査

定であ り,後 者は,い くつかの特定土地利用に対する評

価の組み合せということができる。また,こ れ以外に,

特定の土地 (自然立地単位)を 主体におき,そ れに対す

る土地利用可能性すなわち立地の許容性を査定する場合

も考えられる23)69)6

自然立地的土地評価のうち,特 定の土地利用に対する

土地の優劣をいくつか (通常 5前後)の 等級に序列化す

る方法 (ClasS Ordering)やあるいは評点で序列化する

方法は,自 然立地的土地分級 (land―Capability classin―

cation)と ょばれる38)。農林水産技術会議によれば,課

税目的をもう場合のように評価結果そのものが同時に量

的な意味をもつ必要がある場合以外は,評 価の操作があ

まりに機械的にな り科学的根拠の薄弱な結果を生じせし

めないために定性的な等級式評価法の特性を重視すべき

であるとされる57)。この点は,生 態学的土地評価をめざ

す本研究の立場と一致する。

自然立地的土地分級をおこなう視点は,大 きく2つ に

区別される。ひとつは経済的 (生産的)視 点によるもの

であ り,ふ たつには保全的視点によるものであるg農 林

水産技術会議による土地利用区分の手順と方法が生産的

視点に もとづいている (「単位面積当 り土地純収益を規

準として,自 然的諸困子の土地純収益におよばす影響を

考慮しつつ土地分級を行なう」57))ことはすでに のべた

が,経 済的視点によう土地分級は,一 般に,今 後の経済

開発が必要な地域において, よ り多 く試み られ て いる

11)27)49)6こぅした経済的側面からの自然立地的土地分級

において,さ らに経済的側面をささえる諸条件 (経営 ・

経済的条件)を 重要視するようになれば,そ れは経済的

土地分級 (ecOnOmic land classincation)とょぶべきも

のとなる32)。この経済的土地分級は,す でに自然立地的

土地分級とは別の研究課題といえる。

自然立地的土地分級のいまひとつの視点は,保 全的視

点である。自然立地的土地分級を先駆的にすすめた米国

農務省土壌保全局 (SOil COnservation Ser宙ce of the
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図3 土 地利用計画のための生態学的相互連関表
(評価マ トリックス)の 概念模式図

Uo So Department Of Agriculture)の方式 (いわゆる

USDA方 式)も 農業開発に伴う土壌侵食の防止を目的

としたものであり,分 級は肯定的可能性よりも否定的限

界性をしめすことに薫点をおいている38)83)。保全的視点

にもとづく,自 然立地的土地分級の事例はきわめて少い

が,環 境問題の顕在化とともに,今 後先進工業国を中心

としてその重要性が認識されるようになると思われる。

西 ドイツにおける最近の景域評価の例として,連 邦自然

保護 ・景域生態学研究所がフランクフルト周辺の事例研

究結果を報告しているが,そ こでは,宅 地適性評価に際

して, どこが適しているかではなくどとが適していない

かを評価の目的としている42)60)。とくに緑地学の立場か

ら自然立地的土地評価を考えてゆく場合,分 級を保全的

視点からおこなうことはきわめて重要である。

自然立地的土地分級では,個 々の土地利用項目ごとの

分級結果がしめされるが,一 般に集約的な土地利用に対

して優良な土地 (自然立地単位)は 他の土地利用に対し

ても優良であり,逆 に不良な土地は大部分の他の土地利

用に対しても不良であることが多い。したがって,多 目

的評価を可能とするためには,個 々の分級結果を総括

し,自 然立地単位の許容性を判定するとともに,優 先す

べき土地利用 (dOminant use)12)についての原則を明確

にすることが要求される6西 ドイツでは,多 目的評価を

おこなうため自然立地単位と土地利用項目をクロスさせ

た連関表 (生態学的マトリックス Okologische Matrix)

を作成する試みがおこなわれている5)59)。 そ の基本的な

考え方を模式的にしめしたのが図3である。自然立地的

土地評価という用語は,自 然立地的土地分級のほかにそ

うした優先的土地利用などについての考察を含むものと

して用いられるべきである。

2-4 自 然立地的土地評価にもとづく計画的土地利用

区分

自然立地的土地利用計画の目的は,土 地利用の高度化

(粗放的土地利用の集約的土地利用への転 換)と 土地利

用間の競合の調整という課題に対して,自 然立地的側面

からの解決案を提示することにある3o)57)。

土地の高度な利用を目的とした場合には,現 状の土地

利用項 目よりも高度な土地利用項目に対して自然立地単

位の適性を評価することになる。また,土 地利用項 目は

変わらなくとも,土 地利用の内容が高度化する場合もあ

る。こうした場合,保 全的視点から問題となるのは,土

地利用の高度化が一般に自然性の低い土地利用への転換

を意味することであ り,ま た上地自然のもつ多様性が高

度な土地利用によって単一的に評価されてしまうことで

ある。それゆえ,土 地利用の高度化を目的とした土地評

価の場合,保 全的視点からは,自 然性の減少に伴 う代替

措置 (たとえば自然性の高い緑地の造成)や 土地利用に

おける可逆性のl■―証 (立地単位の許容する範囲内で将来

の土地利用変更の可能性を保証すること)が 求められよ

う。

土地利用間の競合の調整を目的とした場合には,多 目

的土地評価に よ り土地利用区分 (land uSe classiflca―

tiOn)がなされる。 こ の場合,土 地利用計画の意図にし

たがって,自 然立地単位ごとに要求される土地利用項目

に対する適性を評価し,さ らに土地利用項 目間相互の空

間的配置の整合性をもたせることによって計画的土地利

用区分が決定される。ここで保全的視点から要求される

のは,特 定の土地利用に対する土地の優先的 確 保 であ

る。 すなわち, 土地保全 (国土保全 Landesp■ege)ゃ

自然保護上重要な空間を他の土地利用にさきだって優先

的に確保することである。上記の項目のほか,西 ドイツ

やイギ リスでは上壌生産力の高い土地が優先的に農地と

して確保されているが34)66),都市周辺に優良農地をひか

え都市勢力の強い我が国では,都 市的土地利用にさきだ

って農地を優先的に確保することには困難が伴い,今 後

の重要な検討課題として残されている。

以上のような過程をへて自然立地的土地利用計画が策

定されるが,こ れを総合的な土地利用計画 (全体計画)

につなげてゆくためには,さ らに他の側面からの土地利

用計画との調整をはかってゆく必要がある。その場合,

基本的な考え方 として地域保全 (regiOnal conserva―

tion, ドイツでいう Landζchaftsp■egeあ るいは最近の

用語である環境保全 environmental cOnservation)が

他の計画部門においても十分理解される必要がある。

3,生 態学的土地評価にもとづく自然立地的土地利用

計画手法

3-1 自 然立地土地利用計画への生態学的アプローチ

自然立地的土地利用計画論を生態学的に考察してゆく

意義は2つ が考えられる。ひとつは生態学的思考にもと

づ く計画論の展開であ り,ふ たつには生態学的研究成果

) (  r r  iF
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表 1 自 然因子相互ならびに自然因子と土地涸l用の

連関マ トリックス

11地利用 潜在自然植生 地  形 土  壌 地  質

土地利用

潜在自然植生 0.294

地  形 0.286 0.436

土  壌 0.239 0.351 0,460

地  質 0.194 0.344 0.447 0。280

各数値はクラメアの連関係数V(0≦ V≦ 1)24)の算定

結果をしめす。また各値とも危険率 1%水 準で相関

関係が認められる。

あ計画過程への導入である31)。また, 自然立地的土地利

用計画が地域 (景域)を対象としたものである以■,生

態学的考察は地域概念 (景域概念)をふまえたものでな

ければならない54)。地域を生態学的にとらえようとする

立場から,新 たに地域生態学 (regiOnal ecology掲), ド

イツにおける景域生態学 Landschaftsёkologie41)78))と

いう分野が設けられている。本研究では,地 域生態学的

思考にもとづく計画論の展開と,地 域生態学的研究成果

の計画過程への導入, とくに自然立地単位の設定と自然

立地的土地評価への導入を考慮しつつ,自 然立地的土地

利用計画手法の提示を試みる。

3-2 土 地自然と土地利用の相互関係

土地利用に対して意味をもつ土地自然の属性を総合的

にとらえようとする時,は じめに個々の土地的な自然的

因子の相互関係,お よびそれらと土地利用の関嬌につい

ての総括的な認識が必要である。なぜなら,個 々の自然

的因子は相互に無関係ではあ り得ず,む しろ機能に裏付

けられたまとまりをもっている。また,そ うした関係を

もつ自然的諸因子は,土 地利用に対して平等に作用して

いるとは限らない。

自然的諸因子と土地利用の相互関係をしめしたものと

して西 ドイツ・ボン広域圏における事例結果を表 1に し

めす71)。原資料は,各 種因子の分布図をメッシ三図に読

みかえたものである39)ために,精 度に差があり,ま た地

域的な固有の結びつきも表現されているため,こ こでの

対応関係をただちに一般的な土地自然と土地利用の関係

に普遍化することはできないが, これにより次のような

ことがわかる:

すなわち,自 然因子は一定の相互連関性をもって結び

ついてお り (たとえば潜在自然植生と地形,地 形と土壌

・地質の強い結びつき),ま た土地利用に対する対 応 の

強度に差がみられる (潜在自然植生 ・地形は土地利用と

の結びつきが相対的に高いのに対して,地 質と土地利用

の結びつきは低い)。したがって,自 然因子 の複合化を
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めざした場合には,ま ず,自 然因子の相互関係を明確に

し,さ らに土地利用を考えるに際して重要な自然囚子を

抽出することが可能となる。そして,こ こでの結果でみ

る限 り,潜 在自然植生と地形が土地利用を考える際の有

力な因子として浮かびあがってくる。この結果は,生 態

学的につぎのように解釈できる。すなわち,潜 在自然植

生は土地利用をささえる生物的基礎として,ま た地形は

土地利用をささえる物理的 (非生物的)基 礎として,そ

れぞれ重要な因子と考えられるのである。

3-3 自 然立地単位の区分手法

土地自然のもつ潜在力の等質な自然立地単位を設定す

る場合,大 きくなて2つのアプローチがありうる。ひと

つは指標因子を用いての自然立地単位の区分であり,ふ

たつにははじめから複合的な自然立地単位を区分しよう

とするものである。前者の例としては米 国の USDA

方式にみられる土壌を主とした立地単位区分が,代 表的

なものとしてあげられる。また,後 者の例 としては,

CSIROを 中心とするオース トラリアの土地システム

方式にみられる空中写真判読による立地単位区分が代表

的である。このどちらの方式がよいかは,地 域の特性や

地域研究の進み具合による。
一般に土地利用が粗放であ

りから自然要素の複合的関係が うまく地表の形態に反映

されているところでは指標因子を用いない立地単位が容

易である。また,個 別因子についての研究が進んでいな

い地域では,指 標因子による区分ができない。しかし我

が国のように土地利用が集約的であ り,自 然因子の相互

関係が複雑な地域では,は じめから複合的な立地単位区

分をおこなうことは困難である。世界的にみても個ガ1因

子の研究がすすんでいるといえる我が国では,指 標因子

による立地単位区分の有効性は高いと考えられる。

指標因子の選択に際して,単 一指標をとるか複合指標

をとるかは,土 地評価が単
一目的評価か多目的評価かに

依存する。単一指標の場合には土地評価の適用範囲が狭

くな り,逆 に指標因子が多すぎれば立地単位区分モのも

のが困難となる。したがって通常は他の自然立地因子を

も反映した 2～ 3の指標がえらばれ,そ の組み合せによ

る類型区分がなされることが多い。
一般に,土 壌―地形

類型 (場合にょり気候を加味する)は 農業地域の土地評

価で多くみられ15)57)62)77),また地形二地質類型は都市地

域の土地評価や工学的目的のための土地評価に多くみら

れる48)40,7)。

これに対して,筆 者らは,前 項 (3-2)で のべた理

由から,潜 在自然植生という概念79)が土地の生物的潜在

力を指標する因子として有効であ り,そ れに非生物的潜

在力の最も有力な指標である地形28)29)を加えることによ

らて自然立地単位を設定することが緑地学の立場からは

最も妥当な手法であることを主張してきた20)21)68)69)。潜
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在自然植生―地形類型による立地単位区分の場合,気 候

や土壌の生物的側面は潜在自然植生で,ま た土壌の物理

的側面や表層地質は地形で代表させることができると考

えられる。

自然立地単位区分の場合,気 候因子の処理のしかたが

ひとつの問題となる。気候因子を自然立地単位区分の段

階で考慮する場合,あ らかじめ広域的な気候区分をおこ

ない各気候区ごとに自然立地単位を設定する方法57),別

の因子に気候を代表させる方法16),土地評価に対して意

味をもつ気候要素 (気温,降 水量等)を とりだして立地

区分の指標とする方法65)が考えられる。 1番 目の方法で

は小地域での気候的特質が考慮されず,ま た 3番 目の方

法では他の指標因子との組み合せがむつかしい。そこで

本研究では, 2番 目の方法にもとづき,潜 在自然植生に

気候を代表させるという考え方をとる。

再びボン広域圏の事例を用いて潜在自然植生と地形の

各カテゴリー間の相互連関性について考察する。各カテ

ゴリー間の相互連関性を定量的に表現するたゅ年,植 生

学の中で植物種間の分布相関の定量的把握に多く用いら

れている四分表を利用する方法52)で,相 関係数を算定し

た (表2)。その結果,相 対的に強い正の結びつきをし

表 2 潜 在自然植生と地形の相互連関表

(ボン広域圏の例)

河

　

辺

　

地

低

11

段

丘

下
部
中
位
段
丘

上
部
中
位
段
丘

ハ
イ

デ
段

丘

沃

・

主

　

段

　

丘 地

i‖沢 地 低 木 1本 ++

河  辺   林 ++

湿 性 シ デ 林 十十

湿性 ミズナ ラ林 +十 ++

乾 性iシ デ 林 十 十十

段丘が「耐iプナ林 +十

典 型 ブ ナ 林 十 十十 十十 十十

ミズナラープナ林 ++ +十

乾 1 1 1ブ ナ 林 +十 +十

1吃性質養ブナ林 ++ ++

四分表にもとづく相関係数R(IRI≦ 1)を算定し,

IRI≧0.10の場合を士士,0。10>IRI≧0.05を■,

IRI<0,05を・であらわした。

めす組み合せ (十+で表現したもの)は ,た とえば河辺

地と湿性シデ林,ハ イデ段丘と湿性ミズナラ林,沃 野と

典型ブナ林,山地と乾性ブナ林など生態学的にみて妥当

なものである。そこで今この組み合せを類型単位と仮定

表 3 自 然立地単位と土壊生産力 ・土地利用の相互連関表

土 壌 生 産 力 地 用

最

劣

等

土

壌

劣

悪

土

壌

中

等

土

壌

良

質

土

壊

優

良

土

壌

最

優
′
良

■

壌

森

林

草

地

利[

地

樹

　

園

　

地

住

宅

地

市

　

街
　
　
地

工
業

・
施
設
地

自

然

立

地

単

位

河 辺  林  = 油 1 辺  地 ++ + +十

湿 性 シ デ 林 =河 辺 地 + ++

典 型 ブ ナ 林 =低 イI段 丘 +十 十十 十十 十 +十

ミズナラ ・プナ林=低 位段丘 十十 +十 + 十

沼沢地 低木林 =ハ イデ段丘 ++ 十

湿性 ミズナラ林=ハ イデ段丘 ++ + 十十

ミズナラ。ブナ林干ハイデ段丘 ++ +

典 型ブナ林 =下 部中位段丘 ++ ++

段丘斜1面ブナ1本=上 部中位段丘 +十 +十 +十 +

乾性 ブナ林 =上 部中位段丘 十十 十十

屹性貧養ブナ林=上 部中位段丘 + ++ ++

典 型 ブ ナ 林 =沃 野 +十 +十

湿 性 ミズ ナ ラ林 =主 段 丘 + ++

乾 性 シ デ 林 =主 段 丘 ++ + 十十

乾 性 ブ ナ 林 =山 地
―
+ ++ ++

乾 性 貧 養 ブ ナ 林 =山 地 ++ 十+ +十

(表現基準は表2 に 同じ)
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し,そ れを暫定的にしめされた自然立地単位という意味   こ のように生態学的相互連関表を用いて暫定的立地単.

で暫定的 (自然)立 地単位とよぶ`           位 と現況土地利用の対応関係をみることによって。この

暫定的立地単位と土壌生産力の関係 (表3)は ほぼ生  地 域における自然立地的土地利用に関しての議論の有効

態学的にみて妥当なものであるbた とえば典型ブナ林=  性 と問題点を指摘することが可能となる。生態学的土地

下部中位段丘や典型ブナ林=沃 野はきわめて土壌生産力  評 価に際しては,こ うした現況マトリックス (現時点に

が高いのに対して,沼 沢地低木林=ハ イデ段丘,湿 性 ミ  ぉ ける自然立地単位と土地利用の相互連関表)が 生態学

ズナラ林=ハ イデ段丘, ミズナラ・ブナ林=ィ イヽデ段丘  的 土地評価をおこなうための基礎資料の役割をはたす。

はいずれもきわめて土壌生産力が低いるこのように,暫    暫 定的自然立地単位の地域分布をみた結 果.空 白域

定的立地単位は,土 壌生産力をよく反映したものである  (水 域および褐炭採堀地域)を 除く全域の約80%が 暫定

といえる。                      的 類型単位に含まれ,残 りの20%が 類型化されない空間1

つぎに暫定的自然立地単位と土地利用の対応関係 (表  部 分となることがわかつた。この類型化されない部分を

3)を みると,(1)消 極的なかたちで自然立地的土地利  ど う処理するかЪひとつは,こ の部分の存在が指標因子

用がいとなまれているもの,(2)積 極的なかたちで自然  の 作図精度の差異に由来する場合には,精 度の高い因子

立地的土地利用がいとなまれているもの,(3)自 然立地  の 地図上の境界線を重視して類型単位への組み込みをは

に反するかたちで土地利用がいとなまれているもの (反  か るかっあるいは現地調査による補正をおこなうべきで

自然立地的土地利用)が 識別できる。          あ ろう。また類型化されない空間部分が別の生態学的特

(1)の 例としては,森 林や草地をあげるこ と力` で き  性 をもつ場合には,生 態学的土地評価を考える際の有効

る。ここでの森林や草地は,対 応関係の強い暫定的立地  性 を検討したうえで別の類型単位を提示することができ

単位に適しているというよりも,本 来森林 ・草地利用に  る 。本事例ではっ潜在自然植生の精度が数段上であるこ

とって好ましい他の暫定的立地単位 (たとえば典型ブナ  と により,潜 在自然植生の境界線を重視した補正を試み

林〒沃野)が より集約度の高い土地利用で占められ,や   た 。その結果を自然立地単位図として表現したものが図:

むなく現在の立地とのむすびつきが生じたものと理解で  4で ある。こうした処理を経て:暫 定的自然立地単位を

きる。それは,土 壌生産力の低位なところが森林っ草地  潜 在自然植生一地形類型による自然立地単位として用い

になっていることでも裏付けられる。          て ゆくことができる。

(2)の 例としては,耕 地t樹 園地,住 宅地をあげるこ

とができる。これらの土地利用は,そ れに適した土地と

強いむすびつきをもっているといえる。たとえば,耕 地

は,典 型ブナ林=沃 野をはじめとして,土 壌生産力の高

い立地に成立している。またっ樹園地や住宅地が段丘斜

面ブナ林=上 部中位段丘 (斜面)と 強いむすびつきをし

めすのはこの地域のひとつの特徴であるが,も ともとこ

の立地は水はけが良く日照に恵まれたところとしてブ ド

ウ (ワイン)畑 に多く利用されていた。その後:都 市近

効型農業につれてリンゴ,ナ シ.ナ クランボなどの樹園

地にうつりかわり。さらに首都としてのボンの発展によ

って高級住宅地が建設されるようになってきたものであ

る。このように、利用要求のきわめて高い土地利用は,

それに適した立地を選択する傾向にある。

(3)の 例として,工 業 ・施設地の 1部をあげることが

できる。たとえば湿性 ミズナラ林=ハ イデ段丘は,生 態

学的にみれば森林や草地以外には利用できないにもかか

わらずっ工業 ・施設地と強くむすびついている。具体的

には,こ の立地上にケ/L/ン=ボ ン空港が建設されている

のであるが,そ れはこの立地が他の積極的土地利用に適

していないことを逆用して,敷 地を求めたものと考えら

れる。こうした反自然立地的土地利用の進行は,通 常大

規模な土地改変を伴い。地域保全 (とくに土地保全)上

明らかにマイナスの作用をおよぼすと考えられる。

このようにして提示された複合単位としての自然立地

単位は,個 々の自然的因子以上に土地利用と強くむすび

ついている。個別因子では土地利用と最も連関性の高い

潜在自然植生と土地利用の連関係数が0.294であるのに

対して,自 然立地単位と土地利用のそれは0。374とさら

に連関性が高まっている。このことは,土 地評価の基礎

単位としての自然立地単位の有効性を裏付けるものと考

えられる。

対象地域の潜在自然植生や地形に精通している場合に

は,調 査の段階で数値的処理を求めるまでもなく生態学

的に意味をもつ潜在自然植生と地形の有意な組み合せに

よる類型単位の設定と地図化が可能である。すでに筆者
・

らは現地調査による潜在自然植生図と地形分類図の作成

結果からただちに類型単位を設定し地図化する作業を幾

度か試み,妥 当と思われる結果を得ている
20)69)74)75)。

また。潜在自然植生図の精度が悪い場合や,広 域にわ

たる潜在自然植生の図化が困難な場合には,や むをえず

潜在自然植生と土壌の関係を明確にしたうえで土壌単位

の境界線を利用することができる55)73)。さらに,地 形分

類図の精度が悪い場合には,空 中写真を用いて補正する

ことができる。

自然立地単位区分に際して最も重要なのはっ境界線の

設定以上に。類型単位としての自然立地単位をどう認定

するかという問題である。もちろん,自 然立地単位は,
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図 4 潜 在自然植生一―地形類型にもとづく自然立地単位図 (ボン広域圏)

1:河 辺林=河 辺地, 2:湿 性シデ林=河 辺地,3:典 型ブナ林=低 位段丘, 4:ミ ズナラ・ブナ林
=低 位段丘, 5:沼 沢地低木林=ハ イデ段丘, 6:湿 性 ミズナラ林=ハ イデ段丘,7:ミ ズナラ・ブ
ナ林=ハ イデ段丘, 8:典 型ブナ林=下 部中位段丘, 9:段 丘斜面ブナ林=上 部中位段丘,10:乾
性ブナ林=上 部中位段丘,11:乾 性貧養ブナ林=上 部中位段丘,12:典 型ブナ林=沃 野,13:湿 性
ミズナラ林〒主段丘,14:乾 性シデ林=主 段丘,15:乾 性ブナ林=山 地,16:乾性貧養ブナ林=山 地

_土地利用に対して同質の可能性を提供する土地自然の単

位的まとまりであり,生 態学的に意味をもつ単位として

‐抽出しなければならないが,地 域生態学的研究がそれほ

どすすんでいない我が国の現状では,単 位区分に試行錯

:誤の側面があるのはやむを得ない。場合によっては,土

:地評価の段階でフィー ドバックして単位区分を再検討す

ることも必要である。

自然立地単位区分設定に際していまひとつ残された問

題は,立 地単位の空間的階層性である。自然立地単位の

設定を, 自然立地的土地利用計画につなげてゆくために

は,計 画の対象となる空間のレベルやスケールに対応し

た立地単位のレベルをあらかじめ規定する必要がある。

その場合,地 形分類上の各空間ンベ/t/に自然立地単位の

空間レベルを対応させることが有効と考えられる。なぜ

なら,地 形分類は本質的に空間分類であるのに対して,

植生分類のレベルは群落体系上のレベルであって空間ン
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べ/L/と対応しているとは限らないからである。土壌分類

も基本的に植生分類と同様の性格をもつ。これに対して

地形分類の場合には,大 地形.中 地形,小 地形といつた

分類 νベルごとに空間レベルが規定され,か つ地図上の

スクー/1/がほぼ決まってくるという利点をもつ76)。自然

立地単位をこうした地形ンベルに対応させることによっ

て,計 画空間のンベノンに応じた自然立地単位の設定が可

能となる。

3-4 生 態学的土地評価の前提としての土地利用認識

過去あるいは現在の土地利用の姿というものは,従 来

の土地利用にかかわる技術体系のもとで,土 地自然の潜

在力を地域住民が評価してきた結果であると考えること

ができる。こうした結果は,必ずしも自然立地的なもの

ばかりとは限らないが,新 しい種類の土地利用の導入に

際しても示唆を与えるものであり,ま た地域保全をめざ

した計画のための生態学的土地評価の前提としてもきわ

めて重要な意味をもっている。

筆者が南関東を事例として自然立地単位と土地利用単

位の歴史的対応をみた結果では,自 然立地単位と土地利

用の各カテゴリーの大部分の組み合せは生態学的に妥当

な結びつきをしめすこと,生態学的に妥当でない組み合

せは自然立地単位内での土地利用の時間的変化の著しい

ところに見出されることが明らかとなった69)。クラメア

の連関係数24)を用いた場合の自然立地単位と土地利用の

結びもきも,1910年 頃で 0,478,1930年頃で 0,486,

1950年頃で0.4821970年頃で0.515とほぼ安定してい

る。

ところで生態学的土地評価をおこな うにあたつて,土

地 自然の生態学的認識が必要であると同時に,土 地利用

も単に利用的側面から形態を規定するだけでなく生態学

的視点で認識される必要がある。ところが従来みられる

土地評価の議論は,土 地自然の認識について多 く論じて

きたものの,土 地評価と対をなす土地利用については,

ばく然とした一般的認識にとどまつていたといわざるを

得ない。

この点に関してMOSSの ナイジェリアにおける事例研

究をふまえての提案はきわめて示唆に富むものである。

彼は,高 密度居住の熱帯地域では,人 間の利用が植生や

土壌を変えてしまっており,植 生と土地利用を区別する

ことはすでに意味のないものでありっ土地システム方式

に変えて地生態系(geO―eCOSystem)を構成する因子の現

況の相互関係(COntemporary functional relationshiPS)

を基礎にした生態学的資源評価をおこなうべきであると

主張し,そ のための基礎単位として生育地一立地 (habit

at-Oite)類型と土地利用一植生(land uSe―vegetation)

類型による単位区分を提案した50)。この主張は,評 価方

式としては本研究の主旨になじまないものの,土 地利用

図5 土 地自然の類型と土地利用の類型の相互関係

模式図

の生態学的位置付け方としては非常に参考になる83)。す

なわち,植 生 (ここでは現存植生)と 土地利用を区別し

て考えることは生態学的土地評価においては非現実的で

ありっむしろ現存植生が土地利用の生態学的な質をしめ,

すものとして理解すべきであることが示唆されるのであ

る。

現存植生を土地利用の生態学的質を表現したものと理

解することは困難ではない。なぜなら。現存植生は土地

自然の影響をうけつつも人為的干渉の程度すなわち―L地:

利用の集約度に応じて各種の代償植生に変化するからで

ある。また藩在自然植生と現存植生は代償系列(Ersatz一‐

serie)79)によってつながっているから,こ れを媒介とし

つつ土地自然と土地利用の関係を時間的にも変化するダ

イナミックな関係としてとらえてゆくことが可能となる

(Eコ5)。

そこで本研究では,自 然立地単位と対比される土地利
:

用の空間的ひろがりを土地利用単位 (land uSe unit)と

よび。それは土地利用形態に現存植生による意味付けが1

されたものと規定する。ところで,現存植生に反映される

土地利用による人為的干渉の程度は,代 償群落度 (Gra♂

der ErSatzgesellsChaften)79)とぃぅ概念で説明される。

本論では,あ らたに,「 代償群落度―土地利用」類型に

よる土地利用の類型化と土地利用単位区分を提案し,区

分された単位について土地利用単位の名称を与える。土

地利用単位は,生 態学的にみて土地自然に対して―同質の

荷重 (ecO10giCal load,ёkologische Belastung)を与え

る土地利用の空間的ひろがりである。また,土 地利用シ

ステム(land uSe systenl)は,機 能的まとまりをもった

土地利用単位の集合体であると定 義 で き る (2二 2参 :

照)。

自然立地単位と土地利用単位をむすびつけることによ

って,生 態学的な相互連関表 (生態学的マトリックス)

を作成することができる。またこの表にようて,現 存植i
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生を媒介として現況における土地自然と土地利用の相互

関係が理解でき,さ らに今後の両者の結びつきのあり方

を考えることによって生態学的土地評価につなげてゆく

ことができる。

3-5 生 態学的土地評価と計画的土地利用区分

相互連関表にみられる自然立地単位と土地利用単位の

対応関係を機能的関係として生態学的に考察し,分 級等

の作業をおこなうことにより評価結果を導くことができ

る。評価結果は,そ れぞれの自然立地単位が個々の計画

的土地利用単位に対して適するか否かを等級的に示すこ

とによって表現されるのが一般的である83)。評価基準に

ついては,一 方で数値化によっる客観化をはかるべきで

あるという考え方もなりたつが,本 研究にみられるよう

な複合化されたものについての評価(integrated evalua―

tiOn)の場合には,少 くとも現段階では,等 級的な表現

のデメリットは安易に数値化してしまうことのデメリッ

トより少ないと思われる。ただし,等 級区分 (分級)に

科学的根拠を求める努力が,必 要なことはいうまでもな

い。また等級区分の基準としては,生 態学的な現象の不

連続点 (たとえば林地が草地化することによって急速に

土壌侵食が活発になるといったこと)に 着目することが

最も望ましいと判断できる。また,評 価基準の設定に際

しては,現 時点の土地利用にかかわる技術水準を十分認

識することが必要であるが,だ からといってすべての技

術の容認を前提とするのは,地 域保全的立場からは危険

であるも

生態学的土地評価を計画的土地利用区分につなげる場

合には,ま ず計画区域設定の問題がおこる。従来の土地

/11用計画では計画対象区域が行政区域や事業区域に限ら

,れている。その場合には,た とえ計画区域内の土地自然

と土地利用の生態学的バランスが土地評価により保たれ

たとしても,計 画行為が計画区域外の空間に及ぼす影響

は全く考慮されない。とくに大規模な土地利用の変更が

:意図されている場合には,計 画区域と周辺区域の間にア

ンバランスの生じる危険性も生まれる。したがって,計

:画対象区域は本来自然立地的基礎にもとづいて設定され

るべきであり。もし行政区域や事業区域が計画区域にな

っている場合でもj基 礎調査,分析,評価の各段階では,

計画区域を含めた広い範囲の自然立地的基礎 に よる 区

域の設定が必要となる。自然立地的な計画区域の設定に

:際しては,土 地システムの高次のまとまり (たとえば自

然́立地単位を小地形 ンベルにおいた場合の中地形 ンベル

の空間的ひろがり)や 流域単位が用いられる。とくに流

域単位は,水 系をとうして地表面における物質循環のパ

ランスをとるという役割を有しており,土 壌侵食,水 利

用,流 域生態系の保全などを考えるうえで重要な基礎単

位 となっている14)70)75)6

さて,計 画対象区域の計画的土地不llH区分をおこなう

にあたって,ま ずはじめに優先すべき空間部分について

の配慮がなされなければならない。具体的には,2-4

でのべた土地保全,自 然保護上重要な空間 (土地保全の

場合は自然立地単位,自 然保護の場合は現況土地利用単

位)カミ優先的に確保されなければならない。土地保全上

重要な自然立地単位を抽出する方法として,土 地利用自

由度にもとづく土地保全分級手法があげられる73)。これ

は,個 々の自然立地単位の土地利用に対する許容性の巾

を判定し,土 地利用に対する許容性の少ないすなわち土

地利用自由度の低い自然立地単位は自然潜在力のきわめ

て低い立地として,保 護すべきであるという考え方であ

る。また自然保護 (緑地保護)上 重要な土地利用単位を

抽出する方法として,代 償群落度や植生自然度48)にもと

づく保存緑地分級手法がある18)19)72)。これは自然性の高

い土地利用単位 (緑地)を 保存性が高いものとして保護

すべきであるという考え方である。また, これ以外に優

良農地の保護が考えられるが,こ の場合は,自 然立地単

位の土壌生産力がきわめて高 くかつ現況土地利用単位が

農業的土地利用単位であることがっ保護を考えるうえで

の前提条件として重要であると思われる。

優先的空間部分以外について土地評価基準により適当

とされた土地利用単位群のうち何を選択するかは評価の

水準に依存する。すなわち,対 象地域の土地利用を将来

どの水準に設定するか (たとえば農業地域をそのまま農

業地域として維持し土地利用の集約度の向上をはかるの

かっあるいは都市地域への移行をはかるのかといった問

題)に ついての展望をもつことが必要となる。この評価

水準は,計 画意図からみちびかれる計画水準 (保全計画

の場合は保全水準)に よって決定される。一般に土地利

用計画ではより自然性の低い土地利用への移行が意図さ

れるから,保 全的立場で計画的土地利用区分をおこなう

場合には,自 然性の減少に伴 う代替措置が求められるさ

また,自 然立地がすでに改変されてしまったり,現 況の

自然性がきわめて低い計画区域では,自 然立地や自然性

を回復させるための生態学的技術82)の関発と計画区域へ

の適用が検討される必要がある。さらに今後の自然立地

の改変や自然性の減少がやむをえない場合にも同様に,

生態学的技術による代替措置が求められる。

本研究でしめした生態学的土地評価にもとづく自然立

地的土地利用計画手法の手順をまとめたものが図6で あ

る。自然立地的基礎にもとづく計画対象区域の設定には

じまり,土 地自然の類型化と自然立地単位図化,土 地利

用の類型化と土地利用単位図化,両 者を結びつけるため

の代償系列の確定という作業を経て, 自然立地単位と土

地利用単位の相互連関性を,把 握することができる。一

方.計 画意図 ・与件から評価水準が決定され,そ れを加

味することによって生態学的土地評価がおこなわれ,最
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自然立地的基礎にもとづ く計画対象区域 (および周

辺区城)の 設定 (高次の地形単位t流 域単位等)

土地利用の類型化

脚
土地自然の類型化
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図 6 生 態学的土地評価にもとづく自然立地的土地

利用計画策定の手順

終的に自然立地側面からみた計画案の提示ないしは提言

をおこなうことができる。

4.本 研究の緑地学にはたす役割と今後の課題

4Tl 自 然立地的土地利用計画論の緑地学にはたす役

害」

本研究で,展 開した自然立地的土地利用計画論につい

て,こ こでは,そ の意義と今後の関連研究にはたす役割

を考えてみる。はじめに,緑 地学の中において自然立地

的土地利用計画論を展開すること自体の意義と役割を明

確にしたことがあげられる。庭園から公園,公 園系統か

ら緑地系統へとっ対象空間の飛躍的に拡大した緑地学に

ぁって61)。どこまでが緑地学の課題であり,何 が緑地学

の方法論かはきわめて不明瞭なものとなつてきた。とく

に,最 近の環境問題といつた学際的研究課題に対して緑

地学がどう接近するかについては,前 提となる理念のな

いままに1社 会的要請に応じて個別的に対応してゆくこ

とが多かったように思われる。そこで本研究では,地 域

保全 (景域保全)を 終局目標においた自然立地的土地利

用計画論の展開こそが,広 域空間における緑地学の重要

な課題となってくるとの考え方をしめした。また。緑地

学的立場からの自然立地的土地利用計画論の役 割 と し

て.各 種空間計画に対して自然立地的側面からみた計画

案ないしは提言を与えるとともに,自 然保護 ・ンクリエ

ーション計画を推進するうえで中心的役割を担 う方法論

として機能しうることをしめした。

つぎに,自 然立地的土地利用計画の前提認識として,

地域 (景域)は ,大 きく土地自然と土地利用から構成さ

れるものと考えた。この考え方を自然立地的土地利用計

画論の前提認識とすることにより,基 礎科学としての地

理学。生態学 (とくに地域生態学)と 応用科学としてめ

緑地学を方法論的に結びつけることが可能となる。その

ことによつて,従 来の緑地学における研究方 法 論 以上

に,地 理学的,生 態学的な空間認識の方法を緑地学の中

で発展させ,計 画論の基礎として活用することができる

ようになる。また。この考え方により,従 来世界各国で

独自に発達してきた自然立地的土地利用計画に関する諸

用語の相互関係を明らかにすることができ,そ れによっ

て方法論の比較がより容易になる。その結果,緑 地学以

外の分野で発達してきた方法論 (たとえば,米 国の上壌

学を基礎とする土地分級論,オ ース トラリアの自然地理

学を基礎とする土地システム論など)を ,緑 地学の対象

としての自然立地的土地利用計画論にとりこんでゆくこ

とができる。このことは,我 が国において計画方法論を

発展させようとする際に有効であるばかりでなく:環 境

問題等の世界的課題を国際的に普遍化されるべき問題と

してとらえようとする場合にも, 有́効であると考えられ

る。

また本研究では,自 然立地的土地利用計画の具体的な

方法として,「潜在自然植生一地形J類型による自然立地

単位区分,「代償群落度―土地利用」類型による土地利用

単位区分,自 然立地単位と土地利用単位の相互連関性に

もとづく生態学的土地評価と計画的土地利用区分などを

提案した。自然立地単位については,潜 在自然植生を中

心とした単位区分を発展させ,さ らに非生物指標として

の地形を組み合せたものであり.土 地自然の指標性が高

い2因 子の組み合せによる単位区分として,す でに筆者

らがいくつかの事例研究による検証を経てその有効性を

明らかにしている2の69)。この自然立地単位区分手法は,

潜在自然植生についての議論のすすんだ西 ドイツにもみ

られないものでありっ潜在自然植生を主とした計画のた

めの生態学的空間区分 (ёk010giSChe Raumgliederung

fur die Planung)5)42)59)に比して,単 位の土地自然に対

する指標性は高く。またその有効性より高いものと考え

られる。

一方,土 地利用単位については,地 域土地利用計画に

おいてとくに有効な類型単位として本研究で新たに提案

したものであり,緑 地学に必要な土地利用の生態学的認

識を深めることができると同時に,現 存植生を媒介とし
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て土地自然と土地利用を結びつけることができる点は,

とくに有意義なものと考えられる。現存植生 につ い て

は,我 が国で,環 境庁による自然環境保全調査 (緑の国

勢調査)で 全国の現存植生図化がおこなわれたように33)

各地で植生調査や現存植生図化が試みられるようになっ

てきた。こうした現存植生調査は,空 間計画のための基

礎調査としての役割をもつことが多いにもかかわらず,

必ずしも計画過程の中に正しく位置付けられていない。

また現存植生の把握を応用的意図にもとづいて利用する

手法として植生自然度による現存植生の分類手法が多く

試みられるようになっ́てきたが,こ れは現存植生のもつ

多様な側面を人為的影響の度合という尺度のみで評価し

ているという点で問題が残る72)。こぅした問題の残る大

きな理由は,植 生学的成果を正しく生かしてゆくための

緑地学的方法論が確立していないことである。本論でし

めしたような位置付けをすることによって,現 存植生の

もつ意味がより多面的に評価されるようになると考えら

れる。

さらに生態学的土地評価の前提として,ま ず,土 地自

然と土地利用の現況の相互連関性の把握をおこなうこと

が重要であるとのべた`す なわち,本 研究では,過 去あ

るいは現在における土地利用の姿を,地 域主体 (地域住

民)が ,地 域の土地自然の潜在力を評価してきた結果で

あると考え,反 自然立地的土地利用をいとなむ場合も合

めて,地 域保全をめざした計画のために重要な意義をも

つと考えている。この考え方は,生 態学的土地評価に際

して,自 然立地単位と土地利用単位の相互連関表 (生態

学的現況マトリックス)を 作成するという手法に反映し

ている。我が国のように国土が狭く人口密度の高い地域

では,大 部分の空間においてすでに何らかの土地利用が

いとなまれており,現 況を無視して計画がすすめられな

いにもかかわらずっ計画を現況と全く不連続に展開した

り,現 況を計画の阻害要因としてしかみなかった傾向が

なかったとはいえない。土地自然と土地利用の対応関係

の把握を前提とすることによって,地 域保全のためのよ

り確かな未来像がえがきうるものと考えられる。

最後に,本 研究でしめした方法論は,全 体計画として

の地域土地利用計画等に対して自然立地的側面からの計

画案を提示し,提 言をおこなうのに有効であ る と と も

に,自然保護 ・ンクリエーション計画をはじめ,各種部門

計画にも有効である。とくに本研究でしめした計画方法

論の特徴として,従 来の自然立地的土地利用計画論に比

して,計 画過程を明確,簡 略化したことがあげられる。

農林水産技術会議による土地利用区分の手順と方法57)が

土地利用計画体系の中でそれほどには普及しなかった理

由として,農 業生産性の向上という目標に限定したこと

に加えて,計 画策定の手続きの複雑すぎることがあげら

れる。本論で展開した手法は,土 地自然と土地利用の類

型化をはかるにあたって,で きる限り因子をしぼるとと

もに,評 価に際して土地自然と土地利用の現況の相互関
'

係の把握を前提としているため,植 生分類や地形分類の

基礎知識があれば,具 体的な方法論の適用はそれほど困

難ではない。計画方法論の一般化をはかることにより,

土地利用計画全般に手法を適用してゆくことが可能にな

るものと期待される。また,自 然立地的土地利用計画論
‐

をとうして,緑 地計画の空間計画全般にはたす役害」はよ

り高まるものと期待できる。

4-2 今 後の課題

研究方法論にかかわる今後の主要な課題をいくつかあ

げておく。はじめに,自 然立地単位,土 地利用単位をつ

なく
゛
べき代償系列について考察を深めてゆくことの必要

性を指摘できる。代償系列を明確化することは,潜 在自

然植生単位や代償群落度を明確化することにつながり,

ひいては,自 然立地単位と土地利用単位をより意義深い

ものに高めることにらながると期待できる。この点で,

徒来の花償系列の考え方は抽象的な段階にとどまってお

り,よ り具体的な手法に反映させることができるよう検

討してゆくべきであろう。また。潜在自然植生について

は,と くに大規模土地改変がおこなわれた立地の場合そ

の推定がきわめて困難である。こうした場合には,土 壌

等の他の因子 (補助因子)を 潜在自然植生推定の根拠と

せざるを得ないが。そのためには,各 潜在自然植生単位

ごとに固有の土壌断面形態がみられるというように,潜

在自然植生と補助因子の関係が説明されなければならな

い。土壌との関係でいえば,植 生単位と土壌単位の空FHl

的相互連関性を解明することが必要であるが,我 が国の

場合事例研究が少なく,今 後の課題として残 され て しヽ

る。同様の問題は,人 為的干渉が強度になり現存植生力t

単一化した空間にういてもいえる。一方,代 償群落度は_

現在 5段 階でしめされているが,こ れは分類としてはあ

まりにも大ざっばなものであり,ま た分類基準も客観的

なものとはいえない。今後は,同 一の潜在自然植生域に

ついて,群 落の類似度指数を用いた座標付け52)等の手法‐

を適用することにより,代 償群落度を客観的に求めてゆ

くための努力が必要であろう。さらに, この点に関して

は,植 物種による群落区分手法を群落単位による総和群

集区分に適用しようとする群集複合体(Assoziationskomi

pleXe)の考え方とその具体的手法80)ゃ,そ れに関連 し

た議論58)についても比較考察してゆくことが望ましい。

一方。本研究で提示した方法論は,個 男1的な計画目標:

にもとづく部門計画への適用に際して,よ り柔軟性をも

ったものとして,発 展させてゆくべきであると考えられ

る。すなわち,本 研究で提示した 「生態学的土地評価に

もとづく自然立地的土地利用計画手法」をつねにそのま

まのかたちで個別地域に適用するのではなく。手法のも,
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つ基本的特徴を生かしながら,個 別課題,個 別地域にふ

さわしぃように応用し,柔 軟に適用することが必要であ

る。土地利用計画 (あるいは空間計画全般)と いうきわ

めて学際的な応用研究領域においては,そ うした柔軟性

をもって現実の問題に対処してゆくこともまた重要であ

ると考えられる。

評価手法に関しては,さ らに,生 態学的土地評価に用

いることのできるいくつかの評価手法をどう組み合せ関

連づけてゆくかを考えてゆく必要がある8そ の場合,世

界各地で展開されている類似の評価手法についてもさら

に検討し,評 価手法の体系化をはかるとともに,評 価基

準設定についても,よ り客観化できる手法を求めて,考

察をすすめてゆくべきである。

4-3 本 研究の一般化への展望

本研究で提示した 「生態学的土地評価にもとづく自然

立地的土地利用計画手法」の個別地域への適用に関して

は,沖 縄の2地 区 (伊是名島および沖縄本島屋部川為又

流域)に おいて事例研究を試み,す でにいくつかの論文

として発表している53)70)74)75)。その結果,自 然立地的土

地利用計画論は,地 域土地利用計画,自 然保護 ・ンクリ

ユーション計画,他 部門計画のひとつの例としての農地

整備計画などに適用可能であり,ま た計画手法の地域保

全にはたす役害」のきわめて高いことが示唆されっまた従

来の緑地計画とも関連づけうることがしめされた。

沖縄における事例研究によっておおむね妥当性をもつ

ことが検証された,本 研究の自然立地的土地利用計画論

は,ま た,他 地域についても適用可能なものと考えられ

る。広域土地利用計画への自然立地的土地利用 計 画 の

適用についても,不 十分ながら筆者が関東中央部で事例

研究を試みている73)。こあほか,都 市開発のための生態

学的土地評価69)ゃ道路建設のための生態学的土地評価69)

など,部 門計画への自然立地的土地利用計画手法の適用

を試みた事例もいくつかある。これらの事例研究による

成果は,本 論で展開した計画方法論の一般化をはかるた

めには有効な資料であるが,い ずれも計画方法論を確立

するまでの中途段階の成果であったり,手 法としてやや

異なる点がみられたりするためにっ方法論に照らして再

度検討することが必要である。また:そ れ以外にも方法

論としての一般化をはかるために,今 後さらに全国各地

で事例研究をつみかさねてゆく必要があろう。その際,

自然立地単位,土 地利用単位の階層性と計画 νべ7L/・ス

ケー/L/の対応について議論を深め,計 画体系として確立

する努力をはらう必要がある。また,自 然立地単位,土

地利用単位については,広 域的な調査を踏んだ上で,類

型単位としての意味を深め,よ リー般化をはかってゆく

必要がある。

本研究成果の一般化をはかるにあたって,反 自然立地

的利用のいとなまれている地域において自然立地的土地

利用計画論の確立をはかることはとくに重要である。我

が国においては,丘 陵地における最近の大規模都市開発

のように,大 規模土地改変にともなり環境問題の発生が

いたるところでみられる。自然立地的土地利用計画手法

の適用領域を反自然立地的土地利用の進行した空間にも

ひろげることによって,自 然立地的にみて最良の土地利

用計画を考えるとともに,土 地改変がやむを得ない場合

について派生する被害を最小限にとどめる土地利用計画

を考え。また,被 害のすでに顕著な場合については,土

地の自然潜在力を回復させるための土地利用計画を考え

ることが可能となる。このことによって,自 然立地的土

地利用計画論が単に理想論にとどまるのではなく,現 実

の諸問題に深くかかわりうるものになると期待される。

最後に,自 然立地的土地利用計画と社会 ・経済 的土

地利用計画の接点を求めてゆく中で,全 体計画 へ の展

望をもつ必要がある。とくに,従 来の我が国の土地利用

計画体系では,社 会 ・経済的側面にかたよった土地利用

計画にならぎるを得ないのが現状であり,仮 りにひとつ

の地域で自然立地的土地利用計画策定をおこなったとし

ても,社 会 ・経済的側面との間に摩擦を生じ,ま たより

以上に社会 ・経済的側面が重要視されている上位計画と

の間に不整合が生じる危険性が高い,こ うした危険性を

避けるためには,主 張としての自然立地的土地利用計画

論の発展につとめるとともに.国 土利用計画等の計画体

系の中で緑地学的立場からの自然立地的土地利用計画手

法の占める位置を明確にしてゆくことが必要である。

(1980。12.29受付 1981.2.21受理)       ‐

引用参考文献

1)Austin,M.P,and Ko D.Cocksグ .by:Land Use

On the South Coast of Nё 、「South Wales,A Stidy

in Methods of Acquiring and USing lnformation

to AnalysO Regional Land Use OltiOns v01.1,

2,3,4,CSIRO, Canberra. 1978

2)Bechmann, A. u.H. Kiemstedt:Die Land―

SChaftSbewertung fur das Sauerland 01s ein Bli

tragzur Theoriediskusslon in der Landschafts―

planung,  Raunlforschung  und  Raumordnung,

32 (5), 190--202, 1974

Bobek,H.uo Ji Schmitusen:Die Landschaft im

logischen Systein der GeOgralhie, Erdkunde

Band III, 112--120, 1949

Bourne, lR. :Regional survey and its relation to

stocktaking of agric,lture and forest resOurCes

of the British Empire, Oxford Forestry Mem.

13, 1--169, 1931

5 ) Brahe, P. I Matrix der natiirlichen Nutzungs-
' 

eignung einer Landschaft als Hilfsmittel bei der

4)

造園雑誌 44(3),1981 -151-



Auswertung landschaftsё kologischen Karten ftir

die Planung, Landschaft I Stadt 3,133--141,1972

6)BuchWald,K.:Handbuch fur Landschaftspflege

und Naturschutz Bd。 4,Planung und Ausfiihrungi

ll-18, Miinchen, 1969

7)BundeSIninister fur Ernahrung, Landwirtschaft

und Forsten: Bundesnaturschutzgesetz(Gesetz

iiber Naturschutz und Landschaftspnege), 1976

8)ChriStian, C. S. : The concept of land units and

land systems, Proc. 9th PaciflC Sci. Congr. 20,

74--81, 1957

9)ChriStian,Co S,and Go A.Stewart: Method―

ology of integrated surveys, in Areal Survey,

and lntegrated StudiesI Proc. Tou10use Cong.

1964, 233-280; UNESCO,Paris, 1968

10)C00ke,R.Uo and V.C.Doornkamp: Geomor―

ph61ogy in EnvirOnmental vanagement 8-20,

326--351, ClarendOn Press, OxfOrd, 1974

11)Davidson,B.R.:The northern myth: a study

of the physical and ecOnomic lilnits to agricul一

tural  and  pastoral development  in  tropical

Australia, Melbourne Ujniv. Press, 1965

12)Davis,Ko P.:Land use, 1-96, ]Ⅵ Cgraw一 Hill

Book Comp.,1976

13)Dicknson,Ro E.: R,gional Ecology,The Study

of Man's Environment, John Wiley(&Sons, N.

Y。, 1970

14)Dunne, T. and L. B, Leopold: Watcr in Envi―

ronmeital Planning,W.H.Freeman and Comp.,

San Francisco, 1978

15)Ellenberg, H.:  Grundlagen der Kartierung

i   nattirlicher StandOrtseinheiten, Raumforschung

und Raumordnung 2, 59-62, 1950

16)― ―     u.Ch・ Ellenberg:Wuchsklima―

G}liederung von Hessen l 1 20000 auf pflanzen―

phan010giScher GrundlagO, Herausgegeben vom

HesSen,Minister fur Landwirtschaf tund Umwelt,

Wiesbaden, 1974

17)保 柳睦美 :中 国の総合 自然地域区分に関す る諸論議

(1),(2)地 学雑誌 80,46-60,89-100,1971

1め井手久登・亀山 章 :農村計画における植物社会学

的立地診断とその応用 (1)東 大 ・農 ・緑地学紀要

1(2),32-54,1968

19)一 一‐― :景域保全論応用植物社会学研究会,1971

20)一 一一一 ・武内和彦 :景域単位区分の手法に関する

考察 造 園雑誌 38(3),2-15,1974

21)一 一一一 :景域計画の方法 農 村計画 4,9-15,

1974

22)一―一― :景観の概念と計画 都 市計画 83,lo一

13, 1975

23)一 一一― :自然立地的土地利用の思想 応 植研究

7, 9--19, 1978

24)池 田 央 :統計学的方法 I,I 新 曜社,1976

25)ISachenk。 ,  A: G.:  Principles of Landscape

Science and Phgsical― ―Geographic Regio,aliza―

tion, NIelbourne uniャ . Press, 1973

26)JameS,P.E.:Toward a Further Understanding

of thё Regional Concept,A.A.A.G。 42, 195‐一

222, 1952

27)Jensen, R.、 G.: Land evaluation and regional

princing in the Soviet Union, Soviet Geography

9 (3),145--153, 1968

28)門 村 浩 :地形分類 西 村編,応 用地形学,9-26,

大明堂,1969

29)一 ―一― :地形分類  日 本第四紀学会編, 日本の第

四紀研究,321-331,東 大出版会,1977

30)科 学技術庁資源調査会 :日本の土地資源 そ の現況

と利用合理化について,科 学技術庁資源調査会報告

14, 1959

31)亀 山 章 :農村土地利用計画に関する植生学的研究

(I)応 植研究 2,1-52,1973

32)金 沢夏樹編著 :経済土地分級の研究 東 大出版会,

1973

33)環 境庁編 :緑の国勢調査 大 蔵省印刷局,1976

34)環 境開発センター :西 ドイツの自然保護と景域保全

第 I部  そ の概念 と具体的事例について,1972

35)KazakOva,0.N.:The Development Of Theory

of GeOgraphy and Landscape Science in the East

and West Germany,Soviet oeOgraphy 7(7),40
……47, 1966

36)Kiemstedt,H.:Fachtagung LandSChaftsplanung,

1-lo, Abteilung RegiOnalplanung i.Gemeinde―

entwicklung  der  Deutsche  Gesellschaft  fur

Landentwicklung, Bad Homburg, 1975

37)― 一――一―′′αJ.:Inhalte u.Verfahrensweisen der

Landschaftsplanung, Stellangnahme dё s Beirats

fiir Naturschutz und Landschaftspflege beiln

BML, Bonn― Duisdorf, 1976

38)Klingё biel,A.A.and Po Ho MontgOmery:Land―

Capability classincation,soil Conservation Service,

Agriculture Handbook 210, WashingtOn Do C。 ,

1961

39)Koeppel,H.W。:Ko■zeption fur ein Landschafts―

informatiOnssystern, Natur und Landschaft 50

(12) ,329-二336, 1975

40)‐国土庁編 :昭和51年度版国土利用自書 大 蔵省印刷

-152- J.JILA 44(3), 1981



地域等に係る動植物影響調査,175-208,1977     1局,1976

41)小 柳武和 :景観評価論,土木工学体系 13,景 観論,  59)オ ルショヴイ,G.(勝 野訳):計 画の基礎としての   |

281-324,彰 国社,1977 景域生態学とその応用例 造園雑誌 39(3),60-

42)]Krause, C. L。  ′′ ,7.: Okologische Grundlagen      64, 1976

der Planung,Schriftenreihe ftir Landschaftspflege   60)01SChOWy, G.:Auswertung fiir die Planung,

u.Naturschutz14, Boin―Bad Godesberg, 1977      01SChowy θ′。わy, Natur―und UmWelt,Chutz in

43)日 下雅義 :平野の地形環境 古 今書院,1973      der Bundesrepublik Dentschlano,44-55,Paul

44)Leser,H.:Landschaftsё kologie, 耳ugen ulmer     Parey, Hamburg,Berlin, 1978

Verlag, Stuttgart, 1969 61)佐 藤 昌 :欧米公園緑地発達史 都 市計画研究所,

45)Linton,D.L.: The delimination of morpholo-     1968

gical regions, London Essays in GeOgraphy, 199   62)Sauer, C. 0.:The Problem of Land Classinca_

-217, B00k for Librarics Pres,, N. Y,, 1951        tiOn, A. A「 ‐「A. G. 11, 3-16, 1921

46)松田磐余。内藤博夫:都市の土地的基盤 中野編,  63)SChmithusen, J.:  Grundstttzliches und

都市の自然環境,8-59,鹿 島出版会,1971 Methodisches, Handbuch der naturrdumlichen

47) Mitchell, C. W. : Terrain Evaluation, Longman, GliederungDeutschlands,l-44,Bonn-BadGodes-

London, 1973 berg, 1953

48)官 FIFJ 昭:自然環境とその許容能力についての生態  64)SChneider,S,:Luftbild u.Luftbildinterpretation,

学的研究 日 本経済教育センター,1972 428-‐437, Walter de Gruyter, Berlin, 1974

49) Morosi, S. and J. Szil6ld : Landscape Evaluation 65) Schreiber, K. F. : Landschaftsdkologische und

as an Applied Discipline of Geography, Applied standortkundliche Untersuchungen im nbrdlichen

Geography in fiungary, 20-35, Akad6miai Waadtland als Grundlage fiir Orts-und Regio-

Kiad6, Budapest, 1964 nalplanung, Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart' 1969

50)ン10SS,Ro P.:The appraisa1 0f land resOurces  66)Stamp,L.D.:The land Of Britain:its use and

in tropical Africa,A critique of some concepts,        misuse, London, 1962

Paciflc Viewpoint 10, 18--27, 1969           67)Stewart,G.A.: Land evaluation, Stewart σ
′。

51)Mubbutt,Jo A.:Re宙 ew of Concepts of Land    by,Land,Evaluation,1-lo,Macmillan COmp.Of

Classiflcation, Stewart′′. by, Land Evaluation,       Australia, 1968

11-28,Macmillan Comp.of Australia,1968   68)武 内和彦 :景 域構造分析の方法論的考察 応 植研究

52)Mueller― Do早 loiS,D,and H.Ellenberg:Aims    3,23-49, 1974

and methods Of Vegetation ecology,John Wiley 69)一
一一一 :景域生態学的土地評価の方法 応 植研究

&SOns,N:Y。 ,1974 5, 1--60, 1976

53)申島将勝・武内和彦・中林一樹 :離島の固有性を前  70)Takeuchi,K.and H.YamamOto:Landscape eval…

提とした村づくり手法一農地開発可能性にもとづく    uatiOn for the rehabilitation of an erbded drain―

フレーム設定を軸として 都 市計画第14回学術研究    age baSin in the northem part of Okinawa

発表会論文集,121-126,1979 Island, southwest Japan., Geogr: Rep. of Tokyo

54)西 川 治 :地域概念と地域学的考察 木 内 ・西川編    Met.univ.12,127-141,1977

地理学総論,62-98,朝 倉書店,1967 71) --_- u. F. Arnold : Klassifikation 6ko-

55)日本都市計画学会 :緑地の整備 ・保全計画に関する    10gischer Landschaftsfakatoren mit dem GRID―

調査,筑 波研究学園都市における景観 ・環境の整備    prOgramm zur Bewertung der Landschaft,Natur

計画に関する調査報告書,第 Ⅱ部,国 土庁, 日本住    und Landschaft 53(1),28-32,1978

宅公団,1978 72)武 内和彦 ・亀山 章 :植生自然度をめぐる諸問題,

56)野 間三郎他 :「地域のシステム」に関する諸外国の    応 植研究 7,1-8,1978

研究 一 その展望 地 学雑誌 83(1),(2),19- 73)一
一―-1広 域空間における緑地保全のための生態

37, 103--124, 1974 学的土地分級の方法 日 本造園学会春季大会研究発

57)農林水産技術会議事務局編:土地利用区分の手順と    表 要旨,99,197o

方法 農 林統計協会,1964 74)一 一一一 :沖縄 ・伊是名島における土地自然の類型

58)大場達之・菅原久夫 :植物群落を基礎とした地域区    化 と生態学的土地評価 地 学雑誌,88(4),22-

分の試み 一 富津地区を対象に二 千葉県臨海開発    35,1979

造園雑誌 44(3),1981 -153-

|
|

|



75)一 一一一 :流域環境整備の生態学的方法 一 赤土流

出の著しい沖縄島北部小流域を事例として一 応 植

研究 9,1-15,1980

76)田村俊和 :地形分類の方法について 西 村嘉助先生

退官記念地理学論文集,82-88,1980

77)■ljaning五, s. P: : Unity and diversity in land―

scapc, Landscape Plann。 1(1), 7-34, 1974

78)Troll, C.: Landschaftsёk010gie, Pnanzensozio―

10gie und LandsChaftsёk010gie, 1-21, Dro Junk

Verlag:Den Haag, 1968

79)TuXen,R.: Die heutige pOtentielle naturliche

Vegetation als Gegenstand der Vettetationskar

tierung, Angewo Pflan2ensoz。  13, 4-52, 1956

80)二 ――一― ′′α7.: AssoziationskOmplexe(Sigme_

ten),J.Cramer,vaduz, 1978

81)Vaniこek,V.:DeinitiOn Of landscape planning,

Landscape Plann。  1, lo5, 1974

82)一 ―.―――― :Eco― engineering一 an  ec010gical ap一

proach Of land ttclamatiOn and iinprOvemenむ

to landscape environment, Lattdscape Plannt 4,

73--84, 1977

83)Young,A.: Rural land evaluatbn, Dawson t野

Doornkamp ′ J。 わy, Evaluating the Human En―

vironment, 5--33, Edward Arn01d Press, 1973

84)戴   旭 :呼佗欠が草原土地美型的初歩研究 地 理

学報35(1),33-47,1980

Sununary:The purpOse of this study is tO clarify the cOnservation― Oriented landscape plan一

ning process based On geO一 ec010gical background studies, which can be taken concrete shape by

the classiflcatiOn of land unit and land use unit and the ec010gical land evaluatiOn,

First of all cOncepts cOncerning landscape planning process were discussed.  Landscape

planning cai be deined as planning system fOr the prOmOtiOn of land use planning procedure

while making the most effective use Of land pOtentiality.  Landscape planning in this meaning

plays an impOrtant part in overall and sectiOnal planning for the presentation of proposal Qr

recOmmendation from a geO― ec010gical standpoint.  It also should be cOnsidered as a main

planning inStriment in nat,ral region such as ,atiOnal park and nature reserve tO accOmplish

the nature cOnservatiOn or recreation planning。

Conservation Of landscape which is mainly cOmposed of land, land use and their functional

rёlatiOnship is the flnal goa1 0f landscape planning, theref9re the most illnpOrtant subject of

the plannig, is tO seek Optimal future land uses adapted t0 1and characteristics.

Secondary the author propOsed cOicrete landscape plannihき hethod basOd on ec010gical land

evaluatiOn.  As a result Of cOnsideration On the interaction between land and land use, it be一

came tO be irnportant to integrate land elements as land unit taking emciency for land usel

intO accOunt and at thl same time to set up land use unit tO cOnnect with land unito cOncё rning

land  unit the author prOpOsed ``potential natural vegetatiOn and landfOrln"二 一〇riented  land

classiflcation as a sort Of biorphysical land classiflcation, while land use unit can be obtained

by “ degree Of substitutional vegetatiOn and land use fornl"― Oriented land use classincatiOn as

a sOrt Of ec。 10gical land use classiflcationo  Accord ing to this classincatiOn method land unit

and land use unit can be related with eaこ h other thrOugh actual vegetation as a intermediate

factor.

Contemporary functional relationship between land and land use can be sunllnarized in eco―

logical matrix Of actual state, which makes possible to pOint out the problems of the interac―

tion between the twOo  Eco10gical land evaluatiOn is tO be performed by class― ordering of land

capability for land use presented by ecological evaluation matrix or other prOcedureso Results,

of land evaluation present optirnal land use selection fOr each land unit Or optiFnal Site s,leC―

tion for particular land use purpose.

In addition tO such cOnsiderations, extraction Of dOminant land use which is p五 or to other

land use demands fronl a standpoint of landscape cOnservatiOn, establishment of evaluation

level and inquiry Of planning conditions are necessary for the prOpOs41 0f ZOning plan Or

landscape plan.  Although land uSe planning has usuany aiined intensive utilization Of land and

accordingly brOught the lowering of naturality in planning area, it is neceSsary in landscape

planning to consider the coFnpenSatiOn treatment through eco一 engineering against deteriOratiOn

of naturality in the area.

This sort of approach seems tO get much importance under the critical circumstances fOr the

development planning in Japan.
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